令和８年度　坂井市商工会雇用者等能力向上推進事業
助成金申請要項

	
1．申請期間
　　　令和８年６月１日（月）から令和９年１月２９日（金）まで

2．申請方法
　　　申請書類を商工会の本所、支所窓口に持参してください。
　■坂井市商工会　本所　　　　 　坂井町下新庄2-10-1　　℡66-3324
　■坂井市商工会　三国支所　　　　三国町北本町3-2-12　　℡82-5055
　　■坂井市商工会　春江支所　　　春江町江留下相田35-1　℡51-2211
　　■坂井市商工会　丸岡支所　　　　丸岡町一本田5-76　　　℡66-6555

3.申請な必要な書類の入手方法
下記のいずれかの方法にて、申請に必要な書類等を入手することが可能です。
　（1）坂井市商工会のホームページからダウンロード
　　（ＵＲＬ）http://www.shoko-sakaicity.or.jp

（2）坂井市商工会（本所及び各支所）の窓口

4．問合せ先
　　ご不明な点は坂井市商工会のホームページをご覧いただくか、下記までお問合せ
下さい

　坂井市商工会　本所　坂井町下新庄２－１０－１　
　(電　　話)　０７７６－６６－３３２４
　(受付時間)　午前8時30分～午後5時00分まで(土、日および祝日は除きます。)




坂　井　市　商　工　会
令和8年度　坂井市商工会雇用者等能力向上推進事業助成金申請要項

1．助成金名称
　坂井市商工会雇用者等能力向上推進事業助成金

2．事業の目的
　円高に加えて資源価格の高騰などにより、中小企業、とりわけ小規模事業者をとりまく環境は依然として厳しい状況が続いている。特に慢性的な人手不足が課題となっている中、雇用者等の職業能力を高めていくことで、雇用継続と労働生産性を高めていくことが必要となっており、会員事業所の業務に必要な資格取得に向けた取り組みに対し助成を行うことで、持続的経営に向けた支援を実施していく。

3．助成対象者
商工会会員であり、令和８年度の坂井市商工会の会費が未納でない事業者。
＊ただし、会員加入日以前の経費は対象外となる。
＊令和６～７年度の坂井市商工会雇用者等能力向上推進事業において、申請した同一受験者（受講者）が、今年度も同じ資格で再度申請する事は対象外となる。

4．助成対象経費
1. 事業を経営する上で直接必要となる国家資格および公的資格取得に要した経費
（受験料・講座受講料および講座主催側で用意されるテキスト代。ただし、参考書等は対象外とする。）
2. 講座受講は修了時に資格を付与される物に限る。（講座と受験が分れている物は対象外。）
＊その他、対象外経費の一例は下表を参照。払込の際に生じる手数料は対象外。

5．助成金額
　助成対象経費の３/４で１００円未満を切捨てた額かつ１会員事業所あたり
上限の５０,０００円まで、その範囲内で複数回申請する事ができる。

6．申請期限
　令和９年１月２９日（金）

7．提出書類
・坂井市商工会雇用者等能力向上推進事業助成金交付申請書（様式第１号）
　【添付書類】・資格の受験申込をした際の領収書
・通帳の表紙、見開きページの写し

8．申請窓口
■坂井市商工会　本所　　　　 　℡66-3324　■坂井市商工会　三国支所　℡82-5055
　■坂井市商工会　春江支所　　　　℡51-2211　■坂井市商工会　丸岡支所　℡66-6555


〇　申請について
交付申請書兼請求書に必要書類を添付し坂井市商工会（本所、支所）へ申請をする。
申請期限：令和９年１月２９日（金）

〇　留意事項
・合否については、後日報告すること。
・助成金の申請内容に虚偽や不正等が発覚した場合は支給決定を取り消す。
この場合、申請者は速やかに助成金を返還することとする。
  ・提出書類に不備がある場合、支給までに時間を要する場合がある。
　・受付期間中であっても予算額に達した場合は申請受付を終了とする。
　・対象となる公的資格は商工会の取り決めによる。普通自動車免許は対象外。
・ふくい産業支援センターが開催する講座は対象外。
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対象外経費（一例）
	第一種普通自動車運転免許(AT限定含む)
原動機付自転車免許 
普通自動二輪免許（小型限定） 
AT限定普通自動二輪免許（小型限定） 
普通二輪免許 
AT限定普通二輪免許 
大型二輪免許 
AT限定大型二輪免許 
	日本能力漢字検定（漢検）
実用英語技能検定（英検）
工業英語能力検定
TOEIC、TOEFL
語学関連資格
など

その他、坂井市商工会会長の定めた資格による。



